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このマニュアルを手に取っていただいた皆さまへ。 

～町内会でいろいろ活動してみたい・・と思っていただいたあなたを応援します～ 

  

 

 町内会長になった皆さまにとって「町内会活動とはどんなことをしたらいいのだろう。」という

不安が大きいのではないでしょうか。でも，「活動をやれる範囲でやってみたい。」「町内会に加

入されていない方がいるので，加入してもらって仲間を増やしたい。」「無理なく楽しんでやって

いきたい。」と考えておられるあなたの不安を少なくし応援させていただきたいと思い，北区役所

ではこの冊子を作成しました。 

町内会長が活動するにあたっては，１人ではなく組（班）長さん等の町内会の役員さんや学区( 

自治連合会等）の役員さんに気軽に相談してみてください。活動した結果が「いろいろ話し合った

が，振り返れば従来と同じ活動内容だった。」「未加入者に勧奨したが，１件も加入がなかった」

としても，町内会の皆さんで話し合い，取り組んだことがとても大事だと思います。ぜひ町内会や

学区の皆さんと一緒に活動されることをお薦めします。 

町内会の活動について未加入者から「加入するとどんな見返り（メリット）があるのですか。」

と質問された場合は，「個人への見返り」以外に「地域が望む住みよい環境を整えられること。」

になるかと思います。 

例えば，自然災害等により停電や断水になったときは，地域に頼る先がないと，不便や不安を感

じるかと思います。これまで行われてきた安心安全，美化活動などが行われなければ，住みにくさ

が生じる地域になる可能性があります。皆さんの地域で「あって当たり前の存在」である町内会が

なくなるとどうなるでしょう。 

  

このマニュアルは，学習編（町内会の役割）・運営編（運営のノウハウ）・加入勧誘編（声かけ

の方法）で構成されており，困りごとや関連資料もつけています。ぜひ一読いただき，特に関心を

持たれた箇所を，町内会の役員さん等皆さんで話し合っていただければ幸いです。 

 

また京都市では，「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」で地域，住民，行政，事業者の役

割や責務を明文化（P.30 参照。平成３１年３月現在のものを記載）し，町内会の仲間を増やす活動

に対して助成金制度等の支援を行っています。こちらもぜひ，ご活用ください。 
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第１章 

 

町内会・自治会とはなんでしょう？ 

 

 

 

 
町内会・自治会（以下「町内会」といいます。）は，一定の区域に住む住民の方が，自

分の住む地域を自分たちで，より住みやすい安心・安全なまちにするために，自主的に運

営している任意団体です。 

行政によって組織されているものではなく，「自分たちのまちは自分たちでつくってい

く」という京都市民の住民自治の伝統や支え合いの精神が息づいている地域の組織です。 

 

 

 

コラム：レジリエントな地域にするには？ 

いかなる危機に瀕しても，しなやかに対応し，以前よりもより良く回復しようとする考

え方や活動のことを，現代の言葉で「レジリエンス」といいます。 

例えば，大きな自然災害が発生した際に，住民相互で助け合って，復興に向けたまちづ

くりが迅速に進んだ地域があります。そのような地域は，災害以前から，住民間で日頃の

声掛けや交流が行われ，地域に愛着をもてる関係性が育まれていました。一方，そうした

交流がなく住民間のつながりが弱い地域は，助け合いが行われにくく，避難所運営がスム

ースに進まない可能性があります。 

自然災害時の対応に限らず，地域の担い手不足や管理不全の空き家の増加など，地域で

の暮らしにおける様々な課題に対応できる「レジリエント」な地域をつくるために，日頃

のお付き合いを改めて評価して，今後の町内会の活動に繋げていく必要があるでしょう。 

 

 

 

学習編 

1 



                        

 「町内会」について再確認しましょう 

１ 町内会への加入は義務？ 

町内には子どもから高齢者までの幅広い世代，昔から住まわれている方，引っ越してこられた

方，外国の方など様々な方が住んでおられます。生活スタイルや価値観も人それぞれですが，皆

さん誰もが縁あって住むことになった地域が，安全・安心で住みよい地域であることを望まれて

いると思います。 

町内会への加入・未加入は個人の自由ではありますし，法律などで運営方法や活動内容が定め

られているわけではありません。活動内容をはじめ，会費や会議の方法も町内会ごとに様々です。 

世代や多種多様な価値観の方が共に暮らす町内会。日ごろからあいさつや親睦を持つことによ

って，皆さんが望む地域にするための活動や困りごとがあったときに，相互に協力して対応する

ことが可能になります。そのため，原則として，住民全員の世帯単位での加入が求められています。 

２ 町内会は，学区の中でどのような位置づけなの？ 

 平成３０年度現在，北区内には，地域活動区域の「学区（小学校区と同じ。一部異なる場合もあります。）」

が１８あり，各学区内に，地域分け（町組の歴史を起源とした住民自治の単位）された町内会が存在しま

す。京都市内には２２２の学区があり，６，５００程の町内会があります。 

学区内には，自治連合会を中心として，市政広報，広聴（市政協力委員連絡協議会），社会福祉

（社会福祉協議会），体育振興（体育振興会），防災（自主防災会・消防団）等の多岐にわたる分

野に応じて地域活動を行う「各種団体」が存在し，町内会とお互い交わりながら，活動をされてい

ます。       

  【 学区自治組織のイメージ 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 自治連合会がない学区にあっては，社会福祉協議会がその役割を担っている学区もあります。 

※ 町内会の取り纏めを行う「町内会連合会」がない学区もあります。 

※ 各種団体の名称は，学区によって異なる場合があります。 

 

町内会 

（自治会） 

自治連合会（地域によって名称が異なります） 

 町内会連合会 各種団体 

市政協力委員連絡協議会・ 

社会福祉協議会・自主防災会・ 

消防団・少年補導委員会・ 

体育振興会・民生児童委員会・ 

交通安全対策協議会・文化振興会・ 

日本赤十字奉仕団・共同募金会・ 

保健協議会       など 

２ 

町内会 

組(班) 

町内会 

町内会 

町内会 

組(班) 組(班) 

組(班) 



                        

 町内会は皆さんの暮らしに深く関わっています 

町内会があることで，「顔の見える安心な関係づくり」「日々の暮らしに寄り添ったきめ細やか

な社会サービス（高齢者支援，子どもの見守り・お祝い支援）の提供」「提言や事業連携など市区

町村（場合により，事業者）との協力関係」など，住民が相互につながり，自分たちが暮らす地域

をより良くすることができます。 

 

１ 町内会，学区ではどんな取組が行われているのでしょう？ 

町内会の取組と自治連合会，各種団体等の取組が相互に交わり地域活動を展開しています。［参

考:p２］（学区，町内会により異なります。） 

（１）安心・安全のまちづくり活動 

  日々の見守りから非常時への対応など，地域の安心・安全，防災に関する活動をしています。 

・防犯や防災のパトロール（年末防火警戒など） 

・防災訓練（地域の集合場所から小学校への避難訓練，避難所運営訓練） 

・子どもの登下校の見守り 

・高齢者の孤立防止，見守り 

（２）体育振興，文化・レクリエーション活動 

 幅広い世代がともに暮らす地域で，顔を合わすきっかけづくりとしての交流活動をしています。

行事を通じた顔の見える関係が育まれると，「見掛けない人がうろうろしている」「知らない人

が声を掛けている」など「地域の目」が働き，防犯にもつながります。 

・お祭（夏祭など） 

・地蔵盆 

・学区民体育祭，文化発表会 

・敬老の集い・記念品の贈呈 等 

（３）美しいまちづくりの活動 

 門掃きをはじめ，町内の公的な場所の美化活動をしています。管理が行き届いているきれいな

まちは，犯罪者にとっては，警戒心を抱かせ，気軽に立ち入ることができない「入りにくい場所」

となり，結果として犯罪が起きにくい地域ともなります。 

・学区一斉清掃 

・日ごろの環境・美化活動（古紙回収，コニュニティ回収，ゴミ集積場の清掃） 

 

（４）広報，広聴活動 

 地域住民へ学区，町内会，行政情報の発信や地域課題の把握など，広報・広聴活動をしています。 

主に回覧板や広報板を通じて，地域や行政の活動案内や連絡事項を周知することで，暮らしに関わ 

る重要な情報を，住民の方へきめ細やかに伝達できます。 

 また，個人では解決しにくい地域の問題を，町内会を通じて相談することで，地域全体として学

区，行政，事業者（工事業者等）へ伝達できます。 

 

・広報紙等の作成・配布 ・住民要望の学区，行政への伝達 

・チラシ等の作成，回覧 

 

 

 

 
３ 



                        

２ 町内会は地域の「当たり前」を支えています。 

朝，お仕事に行かれるときや夕方のお買い物の帰りに，通学路で小学生の登下校も見守ってい

る方がおられます。これは，地域の宝である子どもの登下校の安全を見守る「見守り隊※」の方々

です。また，毎週のゴミ集積場で収集車による回収が終わった後をきれいに掃除したり，年末の

寒い夜「火の用心！」と拍子木で地域を回る方々。春にはお花見，夏の地蔵盆，秋には体育祭，

防災訓練，冬はもちつき大会などの地域行事が行われています。 

その地域で「当たり前」に行われている取組は，先人の志や努力を，町内会や自治連合会，各

種団体の役員さんが工夫を凝らし，これまで引き継いできました。こうして育まれてきた「当た

り前」の活動が，地域の安心・安全，防災力向上，美しいまちづくりにつながっています。 

※ 「見守り隊」は学区により呼称が違うことがあります。 

 

３ 日頃の近所付き合いは，「いざ」というときに頼りになります。 

近年，東日本大震災をはじめとした大規模な自然災害の経験から，避難行動や避難所生活など

の様々な災害対応に，町内会をはじめとする地域コミュニティが力を発揮したとされており，建

物の倒壊現場等から多くの方々が近隣の住民の協力によって救出されています。 

大規模災害では，行政による救助・支援が発災後すぐには行き届かないことから，自分のこと

は自分で守ること（自助）に加えて，地域の人たちで助け合うこと（共助）などの地域力が災害

時に発揮します。「いざ」という時は来ないことが望ましいのですが，日々の挨拶できる関係が

育まれていることで，普段の暮らしに安心が伴います。 

 

４ 近隣トラブルの解決には，ご近所付き合いによるコミュニケーションが不可欠です。 

 近年，区役所窓口に「近隣トラブル」に関する相談が多く寄せられます。ゴミの出し方や深夜

の騒音，庭木や駐車による越境など様々ですが，ほとんどが，近隣関係の問題で，役所は介入す

ることができず，当事者間で解決していただくことになります。昔は，ご近所の最小単位として

「向こう３軒，両隣」があり，ご近所さん同士，仲良く助け合いながら暮らしていたものです。 

 近頃は，ご近所さん同士の付き合いやコミュニケーションが少なくなり，近隣トラブルに発展

することが多いのが現状です。ご近所さん同士のつながりを地域社会で取り戻すためには，町内

会を通じた「共助」など，お互い様の関係性を意識したご近所付き合いによるコミュニケーショ

ンが必要です。 

 

  

 
 

４ 



                        

 

 

 

第２章 

 

みんなに見える町内会運営を目指して 

 

 

 

 
町内会の取組（事業計画）や町内会費の使い道（予算，決算）などについて，定期的に

集まり話し合うことが，日々の活動や取組を活発に，また円滑に行うことにつながります。   

町内会長を含む役員さんを中心に集まることを大切にし，重要度（町内会，班（組）の

組織に関わることなど）により，町内会加入全世帯を対象とした総会や情報共有を行うこ

とも必要です。町内会活動に関する取組や悩みについては，他の町内会や自治連合会，各

種団体との意見交換なども効果的です。 

 

コラム：町内会活動を知ってほしい 

町内会は，地域の皆さん（人と人）を繋ぎ合わせるとても大事な存在です。地域の普段

の安心安全を守り，何か問題があったときに相談できる団体として心強い存在です。でも，

住民の方から頼りになる存在として，どれほど信頼されているでしょうか。  

人は，よくわからないものを信頼することは難しいようです。町内会への更なる信頼を

得るためには，改めて町内会を知ってもらうことが大事です。 

町内会活動を「目に見えるもの」（報告資料や紹介冊子）にすることで信用がうまれま

す。今までの広報活動にもう少し力を入れて，回覧板等によってより多くの人に活動内容

を知ってもらう，町内会の見える化をもっと意識的に進めていくことで，住民の方々から

ますます頼られる存在にパワーアップします。  

運営編 

５ 



                        

  町内会の会議を有意義に行いましょう 

 

忙しい日常のなかで，地域のことについて考える大切で貴重な時間です。有意義な会議にするこ

とで，参加の度合いや発言の質が変わり，町内会活動の充実につながります。 

 

１ 段取りのポイント 

ア 会議で話し合う議案（事業計画，予算，決算，町内でも困っていることや，話し合うべき案件

など）を決めて資料を作成しておくことで，円滑な進行となり会議の負担が軽減されます。 

    事前に議案を町内会長や役員で相談し参加者にお伝えできると，会議の質がより高まります。 

  イ 会議の時間帯や開催場所など，参加しやすい環境を検討しましょう。終わりの時間を決めてお

いたり，お子様同伴でも OK とすると，ぐっと参加しやすくなります。 

ウ 土日や平日の夜に開催されることが多いと思われますので，早めに日時を伝えることで参加率

がアップします。  

  ※会議の参加者は，ご家族，副担当の方など代理でも可能としましょう。 

 

 

２ 会議運営のポイント 

ア 会議の記録はしっかり残しましょう。決定事項だけでなく，話の経緯も記録しておくことで，

参加していない人も理解でき，次年度の運営にも役立ちます。 

イ みんなが気軽に話せる会議を心がけましょう。そのためには，「安心できる場（否定しない・話

を聞くなど）のルールをつくる。」「机の配置や付箋の活用，声掛けなどの工夫で発言しやすい環

境をつくる。」「お菓子の用意や楽しい自己紹介，雑談などを取り入れることで，対話が弾む和や

かな雰囲気をつくる。」といった一般企業が取り入れている会議の工夫が参考になりそうです。 

  ウ 開催が年に１度の場合は必ず，前年度の事業報告と決算，翌年度の事業計画と予算を議題にし

ます。また，参加者に新旧役員がそろう場合は，必ず「引継時間」を設けましょう。 

 

 

 ３ 会議終了後のポイント 

ア 会議の資料，決定したことを回覧板又は各戸配布により活動内容を広く周知しましょう。 

イ 町内会費の使途について記載のある予算書，決算書など，特に重要な内容は，町内会加入全世

帯に目を通してもらい「私の会費はこのように使われているんだ。」と理解してもらうことが，町

内会への信頼に繋がりますし，新規転入者や未加入者への説明資料にもなります。 

 

  

６ 



                        

  町内会長や組（班）長へのなり手が少ないという悩みが増えています 

 町内会の役員さんから次の年度の役員さんにつき「高齢者が多い地域なので引き受けてくれない。」

「仕事が忙しくて引き受けてくれない。」といった悩みをお聞きます。 

 皆さんへ平等に役員が回ることが望ましいのですが，町内の事情によりルール変更することもや

むを得ません。そこで，以下にアイデアをいくつかお示ししますので，参考にしてください。 

 また，ルール変更する場合は，役員会や総会で決定し，町内会員の皆さんに周知していただくこ

とを忘れないでください。  

 

アイデア１ 役員を気持ちよく引き受けてもらう声掛けの工夫 

・家庭や仕事が第一であることを理解し，できる範囲でいいことを伝える。強制しない。 

・旧来のやり方を尊重しつつ，新しい役員さんの考えも取り入れることにより，やりがい

が持てる状況をつくる。 

・引継書をつくるなど「活動内容を見える化」しておくことで，心理的負担を減らす。 

アイデア２ 一時期の就任が無理な場合の対応を用意 

・子育てやお仕事，介護などで忙しい場合は，翌年度などにお手伝いいただくことを確約

しておく。 

アイデア３ 一人だけが負担を担うことのない体制を整える 

・会議への参加や資料の作成など，会長だけでなく副会長も含めて業務を補完し合う。 

・役員経験者等元役員でも，現役員をフォローできる体制を整えておく。 

・２期制（１期は１又は２年）とし，１期目は副担当，２期目は正担当とする。 

・地蔵盆などイベントでの役割を町内会から外して，地蔵盆実行委員会を別に組織し， 

 できる人が楽しんで企画・運営する。 

・地域の学生と連携して，ボランティアを募り，役員の負担を減らす。  

アイデア４ 役員や会費を免除・軽減する規定を設ける。 

・例えば，高齢者世帯の役員，会費の在り方を考える。 

「相談役」として現役員を支援・活躍してもらう。 

アイデア５ 町内会の活動内容などを縮小する 

・仕事や暮らし方の変化により，以前と同じ活動の継続が難しいこともあります。地域の

実情に合わなくなった取組は，会議で話し合って見直すなどして負担を軽減しましょう。 

・大変さみしい話ですが，加入世帯の減少が著しい場合は，隣接の組（班）との統合など

再編成を考えることも必要かもしれません。 

アイデア６ 前例を大切にしつつ，若年層の声も取り入れる柔らかい空気づくり 

・長年，町内会運営してこられたり，社会人として活躍されたベテランの経験などと，若

い世代のフレッシュな感覚とをうまく融合し，前例にとらわれすぎず，運営する空気づ

くりをしましょう。 
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町内会（学区）行事への参加者が少ないという悩みもあります 

以前は，参加者も多かったが，最近では少子化や高齢化，企画のマンネリ化などから「町内会（学

区）行事への参加者が少ない」といった声も聞かれます。新たな行事を行うのは多くのパワーが必

要ですので，既存行事をリニューアルしてみませんか。P．19 の助成金は，区役所との事前協議と飲

食への活用の制限がありますが，町内会未加入世帯にも声掛けし活用してみてはどうでしょうか。 

アイデア１ 企画段階で，若年層の風を入れる！ 

・今までのやり方にとらわれることなく，大学生や若い世代の企画力を活用します。 

・パソコン，スマホ，SNS を活用し，思わぬ「お～～」という発案があるかもしれません。 

アイデア２  子ども連れでも参加できることをアピールする！ 

・若年層や子育て世代は，次の役員さんの候補です。少しでもハードルを低くして，たくさんの

参加者を募り，町内会の取組を知っていただきましょう。 

・例えば，既存の行事に，お菓子を配布する仕組を取り入れると，子どもの参加意欲が高まり，

子ども連れの参加者が増加します。 

アイデア３ 高校，大学のサークルを呼んで，新たな企画を行う！ 

・吹奏楽部，落語，軽音楽，よさこい等，従前の行事に新たなアトラクションを入れてみてはど

うでしょう。 

  ※高校，大学と直接お問い合わせ又はホームページでご確認していただくか，区役所でも，

保有している情報は提供できます。ただし，出演交渉は高校，大学と直接お願いします。 

・自転車マナー等の交通安全教室を組み入れるなど，普段の生活に役立つ情報を学んでみてはど

うでしょう。 

アイデア４ 高齢者が参加しやすい企画を 

・体育祭の競技に高齢者限定の町別対抗戦をつくると久しく参加を見送っていた方が「行ってみ

るか」と申し込んでいただけるかもしれません。町内のテントでの多世代の方の間で，交流が

進んで「顔の見える関係」が促進されます。 

 

個人情報は大切に扱いましょう（個人情報保護法の対象となります） 

  高齢者，子どものいる世帯への取組（防災のため，敬老記念品，入学祝，卒業祝，成人祝等）を

進めるにあたって，年齢，家族構成等個人情報を聴き取って活用する場合があります。 

個人情報の提出を求める場合は，相手方にあらかじめ使い道を説明（記入用紙に，利用目的を記

載）・納得（利用目的に納得の上，記入いただく）をしていただきます。 

また，個人情報は，町内会活動をする必要な役員だけが保有・保管し，部外者が見たり持ち出し

たりできないように厳重に管理しましょう。最近では，高齢者を狙った「振り込め詐欺」も全国で

横行していることを忘れないでください。  

※ 名簿をコピーする場合において，原稿をコンビニコピー機に置き忘れたということなどのないよ

うにしましょう。名簿はできる限りコピーをしないことが，情報流出を防ぐことになります。 
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  次の町内会役員向けの引継書をつくりましょう 

 「町内会長や役員を引き受けると何をさせられるか分からない…」という不安の声が聞かれます。

そこで，各役員の仕事を明文化（マニュアル化）しておけば引き受ける方も安心です。 

また，任期中に起こった問題や気付いた課題を書き足した「引継書」をつくれば，町内会長や役

員が代わっても受け継がれて，会の運営がより良くなっていきます。 

〈 町内会長 引継書の例 〉 

 

 

 

月 会  議 内       容 

２月 町内会総会③ 27 日(火)19:00 於：○○会館  新旧役員の引継ぎ 

４月 町内会総会① ５日(木)19:30 於：○○会館 

・町内会会則の確認，今年度役員及び組長の紹介，昨年度決算報告，今年度行事計画，今

年度予算 

５月 自治連合会 20 日(木)19:30 於：○○会館 

・昨年度決算および活動報告，今年度予算および活動計画 

地蔵盆準備 

 

17 日(木)15:00 於：会長宅（地蔵盆は町内会会計と別会計で実施 

三役（＝会長＋副会長＋会計）会議（以降，地蔵盆当日まで計３回実施） 

７月 レクリエーション 1日(日) 日帰りバス旅行＋会食 

町内会総会② 12 日(木)19:30 於：○○会館 

・各団体・委員会からの活動報告，地蔵盆の計画 

８月 地蔵盆 18 日(土) 120 名参加 

９月 学区防災訓練 2日（日）○○小学校にて（町内会では地域の集合場所で集合の後，小学校への避難訓練） 

10 月 学区民体育祭 7日(日) 

11 月 町内会臨時総会 8日(木)19:30  於：○○会館 ・高齢化対策（役員選出方法および組割の変更） 

12 月 火災防止 町内夜回り 22 日(土)～26 日(水) 19:00 

２月 町内会総会③ 28 日(木)19:00 於：○○会館 

・次年度役員の選出，今年度会計報告，今年度活動報告，新旧役員の引継ぎ 

課題 

災害時に備え，1人暮らし高齢者や避難に手助けが必要な方の把握が必要ではないかと感じた。 

メモ 

４月   町内会名簿の作成（高齢者への敬老品，子どもの入学祝の配布のため対象者名簿） 

地蔵盆  前会長の●●さん，経験豊富な●●さんにアドバイスを受けた。また，道路使用許可，●●については， 

          申請してから許可が下りるまで●日程度かかるので，注意が必要 

回覧物について 回覧物は，市民しんぶんと同時に納品されるもの（１日号，15日号共に，５日前ごろに配布）と，その他

のものがある。各組長へは回覧物は，急ぎのものを除き，市民しんぶんと同時に納品されるものに合わせて回覧す

ると楽であることを伝言した。 
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第３章 

 

町内会の新しい仲間を増やしませんか 

 

 

 地域の様々な課題解決や魅力創出を担う役割である町内会。少しでも多くの世帯が加入し，より

多くの仲間で運営することが望まれます。そのことが，地域の安心安全を支える力になり，いざと

いうときの，お互いを支え合える存在にも成長します。 

地域住民の様々な意見を反映，共有すること（まとめることは大変だと思いますが。）により，

皆さんが思い描く理想の地域に近づくことはもちろん，そうした話し合いの過程が，地域のつなが

りを深くすると思います。町内会未加入者の方へ加入勧誘したが，結果的に加入されなくても顔見

知りになったわけですので，お互いに挨拶できるきっかけとなり，今後の加入に希望がつながると

思います。 

また，１年交代の多い町内会長や役員さん同志でこうした話し合いをすることで，人と人のつな

がりを深める大切な時間になることも期待できます。 

 

 

コラム：学区の自治連合会，各種団体，他の町内会活動，NPO 等と交流と共有できる場をつく

りませんか。 

町内会の普段の活動内容は，前任者の方から引き継がれてきたことに基づいていると

思います。しかし，経験が浅い町内会長さんや役員さんにとっては，「こんな問題があ

るんだけど，どう解決していいのか分からない。」「町内会活動になかなか手が回らな

い。」と言い知れぬ悩みを持っていらっしゃると思います。もちろん，ご自分の町内会

の中で解決できればいいのですが，他の町内会や自治連合会，各種団体，NPO，大学，

行政などの情報を得ることにより，早めに解決への道筋を得ることができるかもしれま

せん。情報交換してみると「みんな同じことで悩んでいたんだ」「こんな相談先がある

んだ」と，「ほっとした」安心感を持つことができて，気持ちが軽くなることが多いよ

うです。  
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 現状を整理することからはじめましょう 

町内会の存在や活動を知ってもらうために，伝えるための準備を整えましょう。声掛けを待って

いる世帯もあると思います。まず，１歩を踏み出しましょう。ただし，町内会の役員さんの同意・

協力を必ず得ましょう。 

１ 町内会運営について再確認します。(P．3 参照) 

２ 地域の現状を把握します（持ち寄った情報を分析・分類しましょう。） 

（１）個人情報に配慮しながら町内会会員名簿をつくりましょう。 

（２）町内会マップをつくりましょう： 

→加入・未加入世帯別，一戸建，共同住宅別，共同住宅なら学生・単身・家族タイプの情報

を地図に落とし込んで，町内の共通資料にします。 

 ※声掛けの有無などのメモを記録できると，次年度以降も有効です。 

 →空き家，空き地，建売・共同住宅なども把握できると，より充実した内容になります。 

※ 空き家，空き地については，現状だけでなく，所有者も把握できたらベストです。 

 ３ 使える制度や支援の活用を検討します。（平成３１年３月３１日現在） 

北区役所，京都市では，町内会の活動を支援するため，様々な支援を行っています。 

（１）町内会加入促進に向けた助成金制度（地域活動支援制度）（P.19 参照）（要事前相談） 

    未加入者の町内会加入促進の取組に対する助成制度があります。 

  例：町内会未加入者にも参加の勧誘をした地蔵盆等の行事経費への助成 

    町内会ホームページの作成費用への助成             等 

（２）共同住宅，建売住宅等の新たな開発に係る建設事業主との町内会加入の事前調整制度 

          新たな共同住宅，建売住宅の開発予定の地域について，町内会，京都市，建設事業主との間

で町内会の加入・設立等につき，事前に調整する制度があります。（P.14 参照） 

（３）市政を知る（京都市政出前トーク） 

  市政やまちづくりに関する理解を深めるため，担当職員が地域に出向いて説明する制度です。 

  

 声を掛けてみましょう 

１ 訪問に向けた準備をします（資料の作成及びシュミレーション） 

（１） 町内会長や他の役員さん，組（班）長さん等複数の方で勧奨用の資料を作成しましょう。 

いつでも訪問できるよう，必要な書類を一式封筒に入れておくと便利です。口頭での説明に

加え，紙の説明資料があるとより理解が深まります。例として次のものがあります 

○町内会勧誘チラシ：学区・町内会の事業，行事，会費の金額，連絡先を記載した書面 

※ 北区役所ホームページで，様式例をダウンロードできます。（P.21 参照） 

○町内会規約，役員名簿（個人情報に注意）：町内会の組織体制を説明する時に使います。 

※ ない場合は，上記「町内会勧誘チラシ」内に盛り込みます。 

○予算・決算資料：会費が地域のみんなのために役立っていることが伝えられます。 

○その他，行事のチラシ 等：近々に町内会の行事がある場合，参加を呼び掛けます。 

（２）年度途中の場合の会費の受領方法について確認しておきましょう。 

  「加入します。」と言われた場合，会費をその場でいただくのか，月割りなのか，後日会計

担当がお伺いするのかを確認しておきます。 

（３）皆さんで訪問時のシュミレーションをしませんか。 

訪問時に何を伝えるかをシュミレーションしてみましょう。 
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２ 住居の状況に応じた加入への働き掛けを進めましょう 

町内会への加入促進活動は，地域の加入されていない住居の状況により勧誘の働き掛け

方が変わります。 

P.11 で準備した情報を基にして，町内会長，他の役員さん，組（班）長，自治連合会の

役員さんなどの協力を得て地域の情報をできる限り正確に把握し，勧誘の準備をします。 

 

一戸建の新規転入された世帯，一戸建の以前から町内会に加入されていない世帯編 

 

   新規転入世帯で加入されていない理由としては「連絡先が分からない。」「町内会の存在を知ら

ない。」こと等が考えられます。 

以前からお住まいであるが加入されていない世帯では，「連絡先が分からなかった。」「町内

会の存在を知らなかった。」「声掛けされなかった。」「昔嫌なことがあった。」「仕事が忙し

く，役員ができなかった。」「会費を高く感じた。」こと等が考えられます。 

 

（１）訪問時期 

ア 新規転入された世帯には，時間を置かず早々に訪問すると効果的です。 

イ  以前から町内会に加入されていない世帯には，一斉に勧誘するのもよいですが，体育

祭，防災訓練，お花見，地蔵盆など，町内会（学区）行事にお試しで参加してもらうの

も，きっかけになります。 

（２）訪問時間 

食事時や夜間はなるべく避け，相手が対応しやすい時間帯を選びましょう。できるだけで

すが，資料を基に簡潔な説明（５分程度）をしましょう。 

（３）訪問者 

各町内会等の体制や実情に応じて，複数人で訪問しましょう。１人より心強いですし，思

わぬ質問にもお互いの知識でお答えできると思います。 

（４）訪問時の反応 

ア 加入の意思表示があった場合 

申込書を用意されているときは，その場で記入していただきます。 

イ 加入について決めかねておられる場合  

「家族と相談します。」「役員になることが不安」等その場で決断が難しいときもあ

ります。資料を用いての説明後「では，○○日ごろ，再度お伺いしますのでご検討く

ださい。」とお伝えします。 

ウ 初めから町内会を強く否定される場合 

あくまで加入・未加入は任意ですので，まずは相手の言葉に耳を傾け，理解できる部

分について共感しましょう。最終的にご理解をいただけないときは「年度替わりに再度

訪問させていただきますので，ご検討をお願いします。」と一旦，勧誘を中止します。 

エ 訪問時の記録を書き留めておきましょう。 

特に，加入を断られた場合は，理由などを書き留めて次年度の町内会長や他の役員さ

んに引き継ぐことが大切です。 
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以前から建っている共同住宅(一棟未加入)編 

 

加入していない理由に，「お声掛けしていない。」「昔断られた。」こと等が考えられます。 

一戸ずつ訪問する前に，建物所有者（オーナー），管理組合等に町内会加入について相談するこ 

とが必要です。なお，戸数が多い場合は，単独で町内会を設立する方がよい場合もあります。調

整にあたっては，自治連合会の役員さん等に相談してみましょう。 

 

賃貸マンションの場合は，家主（不明な場合は管理会社）と，分譲マンションの場合は管理

組合と町内会加入の勧誘活動を行うことの承諾及び町内会設立，組（班）の新たな設立又は既

存の組（班）への編入のいずれとするかの方向性を調整します。 

（１）訪問時期 

体育祭，防災訓練，お花見，地蔵盆など，町内会（学区）行事にお試しで参加してもらうの

もきっかけになります。 

（２）単独で町内会又は組（班）の設立をお願いする。 

   賃貸家主が共同住宅内に居住されていれば，最初は家主に町内会長又は組（班）長になって

もらうことも考えられます。将来は，居住者に長の役を移行していくことが望まれます。 

   分譲マンションの場合は，管理組合を通じて理事長（居住者の代表者）に連絡を取ってもら

い，町内会又は組（班）の設立を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各戸別に加入世帯を勧誘できるか。 

  戸別訪問が可能なのか，無理な場合はチラシのポストインをお願いできないか調整します。  

  

    

 

 

 

 

 

 

                 

（４）共同住宅入り口の共用掲示板等に学区・町内会のイベントポスターを貼らせてほしい旨調

整します。 

   残念ながら，勧奨がかなわなかった場合でも，学区，町内会のイベントポスターを貼らせて

もらえるようにお願いしてみましょう。 

  次の機会に「勧奨してもいいですよ。」に繋がることを願って・・ 

※学区の自治会館や町集会所等を利用し，町内会加入説明会を実施することも有効です。 

 

 

共同住宅内で，町内会又は組（班）を設立できた場合 

次の点につき調整します。 

町内会の会議，組（班）長の選出方法，会費の支払い

方法，回覧板，規約作成 等 
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勧誘することにＯＫの場合 

個別訪問：一戸建の新規，一戸建の以前から町内会

に加入されていない世帯（P.12）の方法に沿って勧

誘を行います。 

ポストインのみ：連絡を待ちます。共同住宅の一部の

世帯の加入申し出でも，加入いただきましょう。 



                        

  

共同住宅や開発により多数の戸建住宅が建つ場合，入居者に町内会へ加入してもらうには，早

い段階での働き掛けが大事です。 

京都市では，次の取組を行っており，地域と事業者とで，町内会加入や設立に向けた協議・相

談を行います。 

 京都市の支援制度の内容 

１ 共同住宅（３階以上１５戸以上），一戸建の宅地開発（1000 ㎡以上）の場合 

事業者には， 

(1) 共同住宅は建築確認申請前，一戸建の宅地開発は開発許可申請前に，学区の代表者の方と

町内会加入の取扱い（入居者と周辺住民の交流を促進するために必要な事項）について連

絡・調整を行うこと 

(2) その結果を京都市に報告すること 

を義務付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ １以外の共同住宅（長屋，寄宿舎含む。）や宅地開発（500 ㎡以上 1000 ㎡未満）の場合 

   学区を代表する方から京都市へ申し出ていただき，市長が必要と認めた場合，事業者は上記 

「１」と同じ連絡・調整を行います。 

３ 事業者と地域との連絡・調整の内容 

(1) お互いの窓口の確認 

(2) 事業者による事業の計画の説明 

(3) 新たな町内会を結成してもらうか，既存の町内会の中で新たに組（班）を結成してもらう

か，それとも，既存の組（班）に加入してもらうかを町内会で決め，その結果及び町内会

の情報（会則・会費・活動・役回り等）を事業者に伝える。 

(4) 転入者の加入のため，事業者に協力してもらうことを協議（町内会情報・お誘いチラシの

配布，管理組合設立総会における地域紹介の場の設定，等） 

事 

業 

者 

 

京 

都 

市 
地 域 

① 京都市と事前協議 

共同住宅 

（「②」を含めて建築確認申

請前までに） 

宅地開発（1,000 ㎡以上）

（「②」を含めて開発許可申

請前までに） 

③ ②の状況を報告 
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新たに一戸建の建売地域，共同住宅が建設される予定の地域編 

②連絡・調整 

（最初は，事

業者から地域

の窓口の方へ

連絡） 



                        

活動内容をみんなで共有しましょう 

多様な連携を図りましょう 

学区と一緒に歩みましょう 

   

店舗，事務所，空き家 

 

  地域にお住まいではないが，店舗や事務所を営む方もいらっしゃいます。そうした方にも，地

域を支える町内会準会員として迎え入れ，地域のお祭への参加，景品，材料の購入などで協力を

得ることは考えられないでしょうか。 

  また，空き家所有者にも準会員として加入してもらうと建物に災害等で被害が生じたときに，

スムースな連絡，対応を願うことが可能となります。  

 

 

一定訪問が終了したら，再度，今回の勧奨に関わった皆さんで集まり難しかったことや感じたこ

とを情報共有します。 

残念ながら加入に至らなかった場合も取組を検証し，他の班の取組も参考にして今後に活かしま

しょう。なお，情報共有した内容は，記録にとどめ，次年度に引き継ぎましょう。 

 

 

町内会活動を活発にするには，外部支援者の協力も有効です。北区の特徴でもある大学には，い

ろいろなサークルや研究会，ゼミがあり，地域活動やお祭での連携も生まれています。また福祉事

業所や企業と連携した居場所づくりや，ＮＰＯと連携した地域課題の解決など，周りを見渡せば協

力してくれる人や組織は意外と多くあります。そういった地域との連携を求めている大学やＮＰＯ

も多くあります。 

また，身近なところでは，学校やＰＴＡの存在は欠かせません。町内に子どもがいるかどうかに

関わらず，地域で子どもを育むという視点に立ち，日ごろから学校やＰＴＡと情報共有することは

有意義です。ＰＴＡを通じて情報をお知らせすれば，町内会未加入の若い世代にも伝わるという利

点や，町内会の活動への多様な協力や参画を促すことにつながります。  

北区内でも，大学や企業などと連携を進めている町内会がありますが，たまたま町内会長が知り

合いだったとか，勇気を出して声を掛けたなど，些細なきっかけが大きな活動へと展開しているこ

とが大半です。町内でやってみたいことや足りないものがあれば，周りを見渡してみて，連携を模

索してみませんか。 

 

   

  町内会は学区を運営するうえで住民と一番近い位置にあり，自治連合会や各種団体においても，

町内会加入者を増やすことは大事な取組です。現在，北区内の１８学区で，北区役所や大学と連

携した「学区まちづくりビジョン」の策定を進めており，事業を展開している学区もあります。

町内会長の不安や課題を解消するための意見交換会やサポート制度，町内会での交流を進めるた

めに補助金を提供する学区も生まれています。また，夏祭りや体育祭など学区民が多く集まる機

会に，町内会紹介ブースを設ける学区もあります。 

自治連合会，各種団体におかれては，町内会長の生の声を吸い上げる機会を設けて，一緒に悩

みを共有し活動を展開することで，町内会長など町内会役員の不安や負担の軽減と活動の活発化

を図りましょう。                                        
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第４章 

 

他にもこんな困りごとがあります 
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町内会を脱退したい・・・ 

 非常に残念な申し出です。引き続き，加入いただけるように，新規勧誘と同じように町内会の

役割の説明を行いましょう。しかしながら，最終的に加入・脱退は任意ですので，「やめること

はできません。」とは言えません。脱退される理由をお話いただける範囲でお聞きし，町内会内

で共有し，今後に生かしましょう。 

１人の脱退が，複数の脱退に連鎖することもあります。「そのきっかけは何か。」をつかみ，

大きくならないうちに解決することが大切です。「町内会費がどう使われているのか分からない。」

ところから問題が膨らむことも多いようです。予算，決算報告は確実に行い，会計帳簿は常に，

最新にしておきましょう。 

  

町内会でできる「空き家対策」 

１ お住まいにならない家（空き家）が将来管理不全空き家にならないように 

   家の手入れをされていない空き家（「管理不全空き家」）は，庭木の繁茂，瓦の落下，動物

のすみか，台風による物品の飛来等により，近隣トラブルの原因となります。 

   そこで，ご近所の方が引っ越しされ，かつ空き家になる場合は，空き家を管理する方の緊急

連絡先，住所などを聞き，町内会で把握しておくと，いざというときにスムースに対応依頼が

行えます。 

２ 町内に管理不全空き家が発生したら 

   管理不全空き家が発生したときは，北区役所地域力推進室（電話４３２－１２０８）へ一度 

ご相談ください。 

 ３ 北区役所で開催する「不動産(空き家等)活用相談窓口」のご案内 

「現在空き家となっている」「将来の相続するかもしれない不動産の活用」をアドバイスす 

る相談会を，予約なしで，無料にて利用していただけます。      （QR コード） 

（１）開催日時 ：概ね毎月第１木曜日の午後１時３０分～午後４時 

※日程は，北区役所のホームページで公開しています。→ 

                 QR コードを読み取ってください。 

 

（２）内 容 ：地域の空き家相談員が空き家等の不動産の活用方法の相談に応じます。 

（３）対 象 ：京都市内に不動産を所有する方，管理者（将来，相続者になる方を含む。） 

 

ご近所に民泊ができることになったら 

京都市ではご近所に民泊ができることになった場合に備え，対応リーフレットを作成しておりま

す。ご参考になさってください。（P．24 参照）  
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第５章 

 

参考情報 
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第５章 参考情報 

地域活動支援制度チラシ 
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  新規転入世帯向け加入勧奨文   

 年  月  日 

はじめまして！  

     町内会です。 
顔の見える住みよい環境づくりには，地域にお住いの皆さまのご協力が欠かせません。ご近所ど

うしで，地域のみんなで親睦を図っていきましょう。 

 

  

 その他なんでも，お気軽にお問い合わせください！ 

 問合わせ先： 

 電話   － 

 

 町内会の  組のメンバーです。 

  町内会費は月   円（年間   円）です。会

費は，次にお示しするイベント，お知らせ回覧作成

費など地域の活動に使われます。 

  主な学区イベント 

 ・夏のおまつり（  月） 

 ・学区民運動会（  月） 

・総合防災訓練（  月） 

 

主な町内会イベント 

           

 

 

ご近所どうし，顔のみえ

る関係づくりが大切で

す。 そのきっかけづく

りに， ぜひご参加くだ

北区役所ホームページ内に，

この様式が入っています。 

ダウンロードしてください。 
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 賃貸マンション管理会社への町内会結成依頼文書（例） 

年   月   日 

○○様（家主） 御中 

○○管理会社（管理会社） 

 

○○学区自治連合会 

○○町内会 

 

○○町内会への加入・町内会設立のお願い 

 

 時下，ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて，私ども○○町内会は，○○町地域で○○世帯が加入しており，○○学区自治連合会と共に，この○○町に住んで

良かったと思っていただけるように，住民の親睦と安心安全で住みよいまちづくりに取り組んでいます。 

 貴マンションにおかれましては，町内会をつくっておられないとお聞きしており，私ども○○町内会，○○自治連合会

と共にご活動をいただけないかと思っています。 

 居住者様に○○町内会の活動内容を知っていただき，近隣の友好の輪が広がりますように，○○町内会規約等の資料を

お届けします。 

 つきましては○○町内会への加入又は新たな町内会の設立につき，ご検討をどうぞよろしくお願いします。 

 

記 

 

 １ 町内会の体制について 

   町内会長，副会長，会計，○○○○ 

 

 ２ 町内会，学区の活動について 

（１） 体育祭（○月） 

（２） 総合防災訓練（○月） 

（３） ふれあいもちつき大会（○月） 

（４） ○○ふれあいだより（年○会発行） 

 

 ３ 町内会費について 

   月○○○円，年○，○○○円 

 ４ ご不明な点については，○○（     ）へお問合せください。  
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 分譲マンション管理会社への町内会結成依頼文書（例） 

年   月   日 

 

○○管理組合 御中 

○○学区自治連合会 

○○町内会 

 

○○マンションの町内会結成のお願い 

 

 時下，ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて，○○学区自治連合会は，○○学区に住んで良かったと思っていただけるように，住民の親睦と安心安全で住みよ

いまちづくりに取り組んでいます。 

 町内会活動は，同じ地域に居住する住民同士の親睦を図り，地域生活の向上を目的とする自治組織であります。貴マン

ションにおかれましては，町内会をつくっておられないとお聞きしており，○○学区としましては，我々と共に，学区の

様々な活動への参画を通じ，顔の見える快適なマンション生活の維持・向上を図っていただきたいと考えております。 

 つきましては，町内会の設立につき，ご検討をどうぞよろしくお願いします。 

 

                     記 

 （１）安心・安全のまちづくりの活動 

防犯や防災のパトロール（年末防火警戒など）／防災訓練（地域の集合場所から小学校への避難訓練，避難所での

訓練）／子どもの登下校の見守り／高齢者の見守り（孤独死の防止） 等 

（２）体育振興，文化・親睦活動 

   お祭（夏祭など）／地蔵盆／学区民体育祭，文化発表会／敬老の集い・記念品の贈呈 等 

（３）美しいまちづくりの活動 

一斉清掃／環境・美化活動（古紙回収，ゴミ集積場の清掃） 等 

（４）「広報，広聴」活動 

 回覧板，チラシ配布 等 

 

   また，個人では解決できにくい地域の問題を，町内会を通じて相談することで，地域全体として学区や行政へ伝達

することができます。 

  ・広報紙等の作成・配布 

  ・チラシ等の作成，回覧 

  ・住民要望の学区，行政への伝達 

  不明な点は○○（   ―   ）までお問合せください。 
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 民泊への対応 
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 ※ この協定書（例）は参考です。必要に応じて加除していただき，   

地域と事業者が話し合いによって合意した内容を記してください。 
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協 定 書（例） 

 

 京都市○○区○○町○番地における旅館業（又は住宅宿泊事業法）の営業（施設の名称「○○○○」：以下「本件

物件」という。）に関し，○○○町内会（以下「甲」という。）と営業者：○○○○（以下「乙」という。），本件物

件の所有者：○○○○（以下「丙」という。）及び本件物件の管理会社：○○○○（以下「丁」という。）とは，以

下のとおり，協定書を締結する。 

 

（目 的）  

第１条 本協定書は，乙が運営する本件物件における事業について，周辺住民の安心・安全を確保し，近隣の生活

環境と調和したものとなるよう，必要な事項について定める。 

（営業者の責務） 

第２条 乙が運営を行う本件物件の営業において，周辺住民との間で問題が生じた場合には，乙，丙及び丁が責任

を持って速やかに解決することとする。 

（営業者及び連絡先の明示等） 

第３条 乙は，本件物件の名称，乙の法人名及び代表者の氏名，連絡先について，外部から分かる場所に明示する。 

 ２ 乙は，あらかじめ，緊急時に必ず連絡が付く連絡先を甲に通知する。 

（利用者による迷惑行為の防止） 

第４条 乙は，宿泊者に対し，利用開始前に，次に掲げる周辺住民に対する迷惑行為を行わないように周知しなけ

ればならない。 

（１）本件物件内及び本件物件近辺における大声や騒音 

（２）たばこのポイ捨てやごみの不適切な処理 

（３）周辺道路等への不法駐停車（宿泊者及びその来訪者の自動車，自転車，バイク等の不法駐停車をいう。） 

（４）危険物品の持ち込み，火気類の使用 

（５）風紀を乱し公序良俗に反する行為 

 ２ 乙は，前項に掲げる迷惑行為が発生したときは，直ちにその行為をやめさせるよう宿泊者に対し指導すると

ともに,再発防止策を講じなければならない。 

 ３ 前項に掲げる指導が行われない場合，もしくは宿泊者が乙の指導に従わない場合，甲は，直接，宿泊者に苦

情を申し入れることができる。 

 ４ 宿泊者及び乙がこれを遵守しないことにより，周辺住民の正常な日常生活の維持が困難となる状況が生じた

場合，又は，改善が見られない場合，乙は退去等しかるべき措置を講じなければならない。 

（宿泊施設の運営について） 

第５条 本件物件の管理体制について，以下の事項を遵守することとする。 

（１）施設全体に消火器，自動火災報知設備，誘導灯，非常用照明，避難経路図，携行用電灯を設置するとともに，

館内は火気厳禁とし，火災予防措置を徹底する。 

（２）万が一，火災が発生した場合の適切な対応方法について，宿泊者に周知する。 

（３）ごみは，あらかじめ決められた場所に集積し，その処理は，「事業系廃棄物」として，乙が責任を持って行う。 
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（４）登下校時間帯における通学路の通行には，特に安全上の配慮を行う。 

（５）本件物件及びその周辺部の環境美化に努める。 

（６）喫煙者を宿泊させるときは，施設内に喫煙場所を設置し，寝室等での喫煙がないよう徹底する。 

（７）管理者が施設に常駐していない場合においても，緊急時には，管理者が迅速に駆けつけ，責任を持って対応

する。 

（地域活動への参加・協力について） 

第６条 乙は，○○町内会の規約に従い，町内会費を納めるとともに，町内会活動に協力するものとする。 

 ２ 甲は，町内会活動等に関する情報を適宜，乙に伝えるものとする。 

（本協定の継承について） 

第７条 本協定の継承について，甲，乙，丙及び丁は，以下の事項を遵守することとする。 

（１）本協定は，甲，乙，丙及び丁の継承人においても効力があるものとし，継承時には，その旨を書面にて通知，

継承させる。 

（２）乙，丙及び丁の継承人が本協定に違反し，又は，明らかに違反する恐れがある場合，もしくは違反等につい

ての改善の申し入れあった場合は，甲，乙，丙及び丁が誠実に協議のうえ，解決を図るものとする。 

（３）本物件が，宿泊施設とは異なる用途に変わった場合，本協定書は効力を失う。 

（その他）   

第８条 本協定に定めていない事項又は疑義が発生した場合には，甲，乙，丙及び丁が協議のうえ，誠意を持って

解決に努めるものとする。 

 

 本協定書締結の証として本書を必要部数作成し，署名捺印のうえ，各々各１通を保有するものとする。 

 

平成○○年○月○日 

 

甲：町内会 

住所○○○○○○○○ 

代表者氏名○○○○○○  印 

乙：営業者 

住所○○○○○○○○ 

氏名○○○○○○     印 

丙：所有者（オーナー） 

住所○○○○○○○○ 

氏名○○○○○○     印 

丁：管理会社 

住所○○○○○○○○ 

氏名○○○○○○     印  
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 京都市地域コミュニティ活性化推進条例（抄） 

 附則 

 ここ京都では，長い歴史の中で培われた住民自治の伝統や支え合いの精神に基づき，自治会，町内会その他の地域住民

の組織する団体が中心となり，地域コミュニティが形成され，これらの団体の活動が京都の発展に大きく寄与してきた。 

しかしながら，近年，居住形態や生活様式の変化に伴い，自治会，町内会その他の地域住民の組織する団体に加入する

住民の割合が低下し，及び地域活動に参加する地域住民が減少したことにより，地域住民相互のつながりが希薄になり，

子育てや高齢者の生活の支援，災害時の被害の軽減その他の地域社会において生活するうえで重要な課題を解決するため

に必要な地域コミュニティの活力が低下することが危惧されている。 

このような状況において，東日本大震災が発生し，地域コミュニティの重要性への認識がより深まる中，良好な地域コ

ミュニティを維持し，及び形成していくためには，地域住民相互の交流を促進することにより地域住民が支え合う地域の

つながりを強化するとともに，地域住民相互の協力と支え合いの精神に基づく自主的かつ活発な地域活動が行われる必要

がある。  

ここに，本市は，地域自治を担う住民組織，事業者等との連携の下に，地域住民が行う地域活動を支援し，地域コミュ

ニティの活性化を推進することにより，将来にわたって，地域住民が支え合い，安心して快適に暮らすことができる地域

コミュニティを実現することを決意し，この条例を制定する。 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，地域コミュニティの活性化の推進に関し，その基本理念を定め，並びに本市等及び事業者の責務並

びに地域住民の役割を明らかにするとともに，地域コミュニティの活性化の推進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより，地域コミュニティの活性化を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 地域コミュニティ 本市の区域内における地域住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。 

 ⑵ 地域活動 良好な地域コミュニティの維持及び形成に資する活動をいう。 

 ⑶ 地域自治を担う住民組織 地域の自治を担う団体で，次に掲げる要件を備えているものをいう。 

  ア 地域活動に取り組むことを主たる目的とするものであること。 

  イ 自治会，町内会その他の地域住民が組織する団体により構成されるものであること。 

ウ おおむね小学校又は義務教育学校の通学区域（元学区を含む。）を単位とする地域において活動するものである

こと。 

  エ 多くの地域住民に支持されているものであること。 

（基本理念） 

第３条 地域コミュニティの活性化の推進は，次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

 ⑴ 地域住民相互の交流を促進することにより地域住民が支え合う地域のつながりを強化するとともに，地域住民相互

の協力と支え合いの精神に基づく自主的かつ活発な地域活動が行われるようにすること。 

⑵ 地域自治を担う住民組織，事業者及び地域活動に関わる市民活動団体（ボランティア活動その他の公益的な活動を

行うことを目的として市民が組織する団体をいう。），大学，研究機関その他の団体並びに本市が相互に連携して取り

組むこと。 

⑶ 地域自治を担う住民組織が，地域住民の多様な価値観及び自主性を尊重しつつ，地域コミュニティの中心となって

地域活動に取り組むことが大きな役割を担うことを旨とすること。 
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（本市等の責務） 

第４条 本市は，基本理念にのっとり，地域コミュニティの活性化の推進に関する施策を総合的に策定し，及び実施しな

ければならない。 

２ 本市は，地域コミュニティの活性化の推進に共に取り組む組織として，地域自治を担う住民組織を尊重しなければな

らない。 

３ 本市は，地域住民が地域自治を担う住民組織に主体的に参加し，及び地域自治を担う住民組織を結成することを促進

するために必要な支援を行わなければならない。 

４ 本市の職員は，地域コミュニティの重要性を理解し，地域コミュニティの活性化の推進を図る視点に立ち，その職務

を遂行しなければならない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は，地域コミュニティの重要性を理解し，その事業所が所在する地域において行われる地域活動に協力す

るよう努めなければならない。 

２ 事業者は，従業員がその居住する地域において地域活動に参加することに配慮するよう努めなければならない。 

３ 事業者は，地域コミュニティの活性化の推進に関する本市の施策に協力するよう努めなければならない。 

（地域住民の役割） 

第６条 地域住民は，地域コミュニティの重要性を理解し，地域活動に積極的に参加し，及び協力することにより，地域

コミュニティの活性化の推進についての役割を果たすものとする。 

２ 地域住民は，地域自治を担う住民組織に多くの地域住民が主体的に参加する状況となることを目指し，地域住民相互

の交流及び協働についての役割を果たすものとする。 

（財政上の措置） 

第７条 本市は，地域コミュニティの活性化の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努め

なければならない。 

第３節 住宅の建築，販売等をする事業者等による地域コミュニティの活性化の推進のための取組 

（地域自治を担う住民組織の活動等に関する情報の提供） 

第１３条  住宅の販売若しくは賃貸又はこれらの代理若しくは媒介（以下「販売等」という。）をする事業者は，住宅を

購入し，又は賃借しようとする者に対し，宅地建物取引業法第３５条第１項各号に掲げる事項の説明その他当該住宅に

ついての説明を行う際に，当該住宅の存する地域において活動する地域自治を担う住民組織の活動に関する情報その他

当該地域の地域活動に関する情報を提供するよう努めなければならない。 

（共同住宅等の居住者の交流の促進） 

第１４条 次に掲げる事業者は，共同住宅等（共同住宅及び長屋並びに一団の土地を分割して建築する一戸建ての住宅並

びに寄宿舎をいう。以下同じ。）の居住者相互の交流及び共同住宅等の居住者と地域住民との交流の促進を図るため，地

域活動に関する情報を掲示するための掲示板の設置その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

（１） 共同住宅等を建築する事業者 

（２） 共同住宅等の販売等をする事業者 

（３） 共同住宅等を管理する事業者 

(地域自治を担う住民組織との連絡調整） 

第１５条 特定共同住宅（京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例第２条第２項第３号

に規定する特定共同住宅をいう。以下同じ。）を新築する者は，建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規

定による確認の申請又は同法第１８条第２項の規定による通知をする日までに，当該特定共同住宅の居住者と地域住民
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との交流を促進するために必要な事項（当該新築する者と当該特定共同住宅の新築工事，販売，賃貸又は管理（以下「新

築工事等」という。）をする事業者との連携及び当該事業者相互間の連携に係る事項を含む。）に係る地域自治を担う住

民組織との連絡及び調整（以下「連絡調整」という。）をするとともに，その状況を市長に報告しなければならない。 

２ 地域自治を担う住民組織は，その活動を行う地域に新築される共同住宅等（特定共同住宅及び一団の土地を分割して

建築する一戸建ての住宅を除く。以下この条において同じ。）について，その新築工事が完了した日から起算して３０日

を経過する日までの間に，当該共同住宅等の居住者と地域住民との交流を促進するために必要な事項に係る連絡調整を

新築工事等をする事業者と行いたい旨を市長に申し出ることができる。 

３ 第１項の規定は，前項の申出に係る共同住宅等のうち，地域コミュニティの活性化を推進するために連絡調整をする

必要があると市長が認めるものの新築工事等をする事業者について準用する。この場合において，第１項中「建築基準

法第６条第１項若しくは第６条の２第１項の規定による確認の申請又は同法第１８条第２項の規定による通知をする日

までに」とあるのは，「第５項の通知を受けた日の翌日から起算して３０日以内に」と，「（当該新築する者と当該特定共

同住宅の新築工事，販売，賃貸又は管理（以下「新築工事等」という。）をする事業者との連携及び当該事業者相互間の

連携に係る事項を含む。）に係る」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。 

４ 市長は，前項の認定をしようとするときは，あらかじめ，当該共同住宅等の新築工事等をする事業者の意見を聴かな

ければならない。 

５ 市長は，第３項の規定による認定をしたときは，速やかにその旨を当該共同住宅等の新築工事等をする事業者に通知

しなければならない。 

（連絡調整に係る共同住宅等に係る権利等の承継） 

第１６条 前条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定による連絡調整をした者は，当該連絡調整に係

る共同住宅等に係る権利又は事業を承継させるときは，あらかじめ，承継者（共同住宅等の居住者を除く。）に当該連絡

調整の状況を伝達するよう努めなければならない。 

２ 前項の承継者は，その承継があった日から３０日以内に，地域自治を担う住民組織との連絡調整をするとともに，そ

の状況を市長に報告するよう努めなければならない。 

  

32 



                        

 

  

北区役所等業務別問い合わせ先一覧 

以下のとおり，業務別に問い合わせ先をお示しします。 

北区役所にて新規転入者の方にお渡ししている資料をベースに作成していますので，近隣に引っ越

されてきた方への案内にご活用ください。 
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